
保険者が告知義務違反による契約の解除をすることができる場合

正 確 に し た
解
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告 知 を
不

保 険 契 約 者 等 に
故 意 ・ 重 過 失 な
し 可

正 確 に は し な
か っ た （ 不 告 保 険 者 が 悪 意
知 ・ 不 実 告 知 ） ・ 過 失 あ り

（ 募 集 人 等 に 告 知 受 領
解権 が あ り ， そ の 者 が

悪 意 ・ 過 失 あ り の 場保 険 契 約 者 等 に 合 を 含 む ）。故 意 ・ 重 過 失 あ 除
り

保 険 者 が 善 意
無 過 失 可


